
大阪高等裁判所第 6刑事部御中   再審請求第二次即時抗告審 

姫路：花田郵便局強盗事件 

ジュリアスさん（仮名）の再審開始を求める署名 

2001 年 6 月、兵庫県姫路市内の郵便局で強盗事件が発生しました。犯人は目出し帽をかぶった２人組

でした。ジュリアスさんは、本人が経営する倉庫から 2千万円を超える被害金などが発見されたことから

犯人とされ、懲役 6年の有罪判決を受け服役しました。ジュリアスさんは逮捕・勾留された当時から、一

貫して無実を訴え続け、いま裁判のやり直しを求めています。 

 ジュリアスさんは 2012 年に再審開始請求をし、現在大阪高等裁判所で争われています。ジュリアスさ

ん側は、捜査機関が証拠の改ざん（①犯行現場である郵便局に設置されていたビデオテープを消去し改ざ

んしたこと、②オービス（自動速度取締装置）で撮影された真犯人と思われる男性の写真を改ざん）や鑑

定結果報告書（③毛髪鑑定④DNA 鑑定⑤血液型鑑定⑥指紋鑑定書）を隠ぺいしたこと、⑦まったく別人

であることを知りながらフライデーなる人物を検察側証人としたこと、など 7点にわたって神戸地裁に提

出しました。 

しかし 2020 年 6 月、神戸地裁はこの請求を棄却しました。その理由として、真犯人の一人がかぶって

いた目出し帽からジュリアスさんの DNA が検出されなかったことに対して、梅雨の蒸し暑い最中にジュ

リアスさんがかぶっていたにも関わらず、必ずしも DNA が付着するとは限らないと全く科学的根拠のな

い非常識な一言で切り捨てています。このような不合理で理不尽な論法によって、証拠⑤血液型⑥指紋の

違い、①防犯ビデオ等の改ざんなど、明らかに再審を開始すべき新証拠をすべて退けています。こんなず

さんな審理で、幸せに生きる権利を奪っていいのでしょうか。日本の司法の信頼性にもかかわる大問題で

す。 

また、ジュリアスさんは服役後、入国管理局から退去強制令を受けており、就労や移動の自由もありま

せん。ありもしない罪で刑に服したにもかかわらず、事実上の軟禁状態の生活をこれ以上強いてはなりま

せん。さらに、国外退去となれば妻や子どもたちと離別させられます。こんな理不尽なことが誤った裁判

で起こっていることに憤りを禁じえません。 

１、貴裁判所はジュリアスさん側が提出した証拠をすんだ科学の目で公正に吟味されること。 

２、検察官が持っている証拠を即刻全面開示させてください。 

３、ジュリアスさんの名誉を回復し、家族を守るためにも、再審開始決定を下してください。 
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署名送付先 ジュリアスさんを守る会〒650-0022 神戸市中央区元町通 6-6-12 国民救援会兵庫県本部内 


